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< 番号１～１８「令和８年度一般会計及び特別会計当初予算の件」 > 
< 番号１９～３７「令和７年度一般会計及び特別会計補正予算の件」 > 
 
【事件議決案（３１件）】 

番号 件     名 概          要 

３８ 土地改良事業の施行に

伴う負担金徴収の件 
 令和８年度において府が施行する土地改良事業により利益

を受ける市町及び一部事務組合から負担金を徴収するため、

土地改良法第９１条第６項の規定により議決を求めるもの。 
  受益市町等  河内長野市ほか２６市町及び１組合 
  負 担 率  １７５／１，０００ほか 
  負 担 金  ４億６，７０７万６千円 
 

３９ 淀川河川公園整備事業

の施行に伴う負担金徴

収の件 

 令和８年度において国が施行する淀川河川公園整備事業に

より利益を受ける市から負担金を徴収するため、都市公園法

第１２条の４の規定により議決を求めるもの。 

  受 益 市  大阪市 

  負 担 率  １／６ 

  負 担 金  ３，７３３万２,１６６円 

 

４０ 都市高速鉄道連続立体

交差事業の施行に伴う

負担金徴収の件 

 令和８年度において府が施行する都市高速鉄道連続立体交

差事業により利益を受ける市から負担金を徴収するため、地

方財政法第２７条の規定により議決を求めるもの。 

  受 益 市  東大阪市ほか４市 

  負 担 金  １８億２，８５１万１千円 

 

４１ モノレール道整備事業

の施行に伴う負担金徴

収の件 

 令和８年度において府が施行中のモノレール道整備事業に

より利益を受ける市から負担金を徴収するため、地方財政法

第２７条の規定により議決を求めるもの。 

  受 益 市  守口市及び門真市 

  負 担 金  ９，９３３万３千円 

 

４２ 流域下水道事業の施行

に伴う負担金徴収の件 
 令和８年度において府が施行する流域下水道事業により利

益を受ける市町村から負担金を徴収するため、下水道法第 

３１条の２の規定により議決を求めるもの。 

  受益市町村  大阪市ほか４１市町村 

  負 担 率  国庫補助事業  １／４、１／６ 

         府費単独事業  １／２ 

         維持管理費   ５.５／１０ほか 

  負 担 金  ４１８億７，８２４万６，５００円 
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番号 件     名 概          要 

４３ 土地改良事業の施行に

伴う負担金変更の件 
 令和７年度において府が施行中の土地改良事業の事業費の

変更に伴う受益市町等負担金の変更について、土地改良法第 

９１条第６項の規定により議決を求めるもの。 

  負 担 金  ３億８，７５９万円 

         → ４億３，５８９万８千円 

 

４４ 淀川河川公園整備事業

の施行に伴う負担金変

更の件 

 令和７年度において国が施行中の淀川河川公園整備事業の

事業費の変更に伴う受益市負担金の変更について、都市公園

法第１２条の４の規定により議決を求めるもの。 

  負 担 金  ９８９万７，８３３円 

         → ６６８万３，５００円 

 

４５ 都市高速鉄道連続立体

交差事業の施行に伴う

負担金変更の件 

 令和７年度において府が施行中の都市高速鉄道連続立体交

差事業の事業費の変更に伴う受益市負担金の変更について、

地方財政法第２７条の規定により議決を求めるもの。 

  負 担 金  １５億３，５２２万８千円 

         → １２億２，０７３万２千円 

 

４６ 流域下水道事業の施行

に伴う負担金変更の件 
 令和７年度において府が施行中の流域下水道事業の事業費

の変更に伴う受益市町村負担金の変更について、下水道法第

３１条の２の規定により議決を求めるもの。 

  負 担 金  ３４９億８，４００万６，０００円 

         → ３５９億８，３７４万９，５００円 
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番号 件     名 概          要 

４７ 工事請負契約締結の件

（道路改良事業） 
(1) 主要地方道八尾茨木線鳥飼中高架橋耐震補強工事（その

２）請負契約 

  契約金額 １５億５，３１６万２，６００円 

  請 負 者 村本建設株式会社 

 

(2) 主要地方道大阪和泉泉南線（名越工区）橋梁下部工事 

（Ｒ７）請負契約 

  契約金額 ８億５，９９８万円 

  請 負 者 中林・松建特定建設工事共同企業体 

 

４８ 工事請負契約締結の件

（モノレール道整備事

業） 

 大阪モノレール鋼軌道桁建設工事（荒本北工区その２）請

負契約 
  契約金額 ３０億３，６８８万円 
  請 負 者 高田機工株式会社 
 

４９ 工事請負契約締結の件

（大阪府立高等学校施

設整備事業） 

 大阪府立新工業系高等学校（仮称）改築機械設備工事（そ

の２）請負契約 
  契約金額 １５億２，９００万円 
  請 負 者 川崎設備工業株式会社 
 

５０ 工事請負契約締結の件

（大阪府立支援学校施

設整備事業） 

(1) 大阪府立大阪市北東部地域支援学校（仮称）改修その他

工事請負契約 

  契約金額 ２１億９，４５０万円 

  請 負 者 株式会社淺沼組 

 

(2) 大阪府立大阪市北東部地域支援学校（仮称）改修その他

電気設備工事（その２）請負契約 

  契約金額 ５億８，６０２万６００円 

  請 負 者 鶴田電設株式会社 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 

番号 件     名 概          要 

５１ 工事請負契約変更の件

（モノレール道整備事

業） 
 

(1) 大阪モノレール支柱建設工事（三島工区その２）請負契約 
              （令和４年１２月２０日議決） 
  契約金額 変更前 ２２億３，１４２万７，０００円 
       変更後 ２７億３，０９７万６，６００円 
  請 負 者 東洋建設・修成建設コンサルタント共同企業  

       体 
 
(2) 大阪モノレール支柱建設工事（諸福工区）請負契約 
              （令和７年１０月２０日議決） 
  契約金額 変更前 ３０億９，９５３万６，０００円 
       変更後 ３１億８，５０１万２，６００円 
  請 負 者 戸田・ハンシン特定建設工事共同企業体 
 

５２ 工事請負契約変更の件

（津波・高潮対策事業） 
 

 一級河川安治川（旧淀川）新水門築造工事請負契約 

               （令和７年３月２４日議決） 

  契約金額 変更前 １２７億７，６８８万１，７００円 

       変更後 １３２億６，２９１万７，８００円 

  請 負 者 鹿島・みらい・井上共同企業体 

 
５３ 不動産買入れの件  府営りんくう公園の中地区における整備運営事業により設

置される特定公園施設について、実施協定書に基づき買い入

れるため、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議

決を求めるもの。 

  買入れ金額  １億７,８５２万２,９５７円 

  買 入 れ 先  ブリッジパークプロジェクトグループ 

 
５４ 会計年度任用職員の負

担すべき社会保険料に

関する債権放棄の件 

 会計年度任用職員の負担すべき社会保険料の債務者に対し

て、大阪府が有する債権を放棄することについて議決を求め

るもの。 

  件  数  １件 

  金  額  回収不能となった３万６，４２９円及び当

該債権に係る遅延損害金 
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番号 件     名 概          要 

５５ 大阪府母子父子寡婦福

祉資金貸付金に関する

債権放棄の件 

 大阪府母子父子寡婦福祉資金貸付金の債務者に対して、大

阪府が有する債権を放棄することについて議決を求めるも

の。 

  件  数  ４件 

  金  額  回収不能となった２８７万３０４円及び当

該貸付金に係る遅延損害金 

 

５６ 大阪府立救命救急セン

ターの診療料等に関す

る債権放棄の件 

 大阪府立救命救急センターの診療料等の債務者に対して、

大阪府が有する債権を放棄することについて議決を求めるも

の。 

  件  数  ３１件 

  金  額  回収不能となった８２２万１，８２１円及

び当該診療科等に係る遅延損害金 

 
５７ 大阪府営住宅の家賃及

び共益費に関する債権

放棄の件 

 大阪府営住宅の家賃及び共益費の債務者に対して、大阪府

が有する債権を放棄することについて議決を求めるもの。 
  件  数  １０７件 

  金  額  回収不能となった４，９５１万９４２円並

びに当該家賃及び共益費に係る遅延損害金 

 
５８ 大阪府営住宅の家賃及

び共益費に相当する損

害金に関する債権放棄

の件 

 

 大阪府営住宅の家賃及び共益費に相当する損害金の債務者

に対して、大阪府が有する債権を放棄することについて議決

を求めるもの。 
  件  数  １１６件 

  金  額  回収不能となった７，４９６万５，２９９

円及び当該損害金に係る遅延損害金 

 
５９ 大阪府営住宅の駐車場

使用料に関する債権放

棄の件 

 

 大阪府営住宅の駐車場使用料の債務者に対して、大阪府が

有する債権を放棄することについて議決を求めるもの。 
  件  数  １，７５６件 

  金  額  回収不能となった９，４５７万１，６６７

円及び当該駐車場使用料に係る遅延損害金 

 
６０ 大阪府営住宅の修繕に

係る負担金に関する債

権放棄の件 

 

 大阪府営住宅の修繕に係る負担金の債務者に対して、大阪

府が有する債権を放棄することについて議決を求めるもの。 
  件  数  １００件 

  金  額  回収不能となった９８１万４，９００円及

び当該負担金に係る遅延損害金 
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番号 
 

件     名 概          要 

６１ 大阪府立長野高等学校

における食堂の使用及

び自動販売機の設置に

係る光熱水費に相当す

る負担金に関する債権

放棄の件 

 

 大阪府立長野高等学校における食堂の使用及び自動販売機

の設置に係る光熱水費に相当する負担金の債務者に対して、

大阪府が有する債権を放棄することについて議決を求めるも

の。 

  件  数  １件 

  金  額  回収不能となった５１万２９３円及び当該

負担金に係る遅延損害金 

 
６２ 交通信号設備の損傷事

故に係る損害賠償金の

債権放棄の件 

 

 交通信号設備の損傷事故に係る損害賠償金の債務者に対し

て、大阪府が有する債権を放棄することについて議決を求め

るもの。 

  件  数  １件 

  金  額  回収不能となった損害賠償金 

６万２，３０４円及び当該損害賠償金に係

る遅延損害金 

 

６３ 指定管理者の指定の件

（大阪府立男女共同参

画・青少年センター） 

 

 大阪府立男女共同参画・青少年センター 

  指 定 期 間   令和８年４月１日から 

          令和１３年３月３１日まで 

  指定する団体  株式会社ケイミックスパブリックビジ

ネス 

 

６４ 指定管理者の指定の件

（教育委員会所管施

設） 

 

(1) 大阪府立臨海スポーツセンター 
  指 定 期 間  令和８年４月１日から 

          令和９年３月３１日まで 

  指定する団体  南海ビルサービス株式会社 

 

(2) 大阪府立中央図書館 
  指 定 期 間  令和８年４月１日から 

          令和１３年３月３１日まで 

  指定する団体  長谷工・大阪共立・ＴＲＣグループ 

 

６５ 万博推進局共同設置規

約を廃止する件 

 

 万博推進局を廃止するため、地方自治法第２５２条の７第

３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定

により、議決を求めるもの。 
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番号 
 

件     名 概          要 

６６ 包括外部監査契約締結

の件 
 令和８年度に係る包括外部監査契約を締結するため、地方

自治法第２５２条の３６第１項第１号の規定により、議決を

求めるもの。 
  契約期間の始期  令和８年４月１日 

  契 約 金 額  １，５３０万２千円を上限とする額 

  契約の相手方  福田 健次（資格 弁護士） 

 
６７ 公立大学法人大阪の定

款の一部を変更する件 

 

 公立大学法人大阪が出資を受けた財産の一部を除却したこ

とに伴い、同法人の定款の変更が必要となるため、地方独立

行政法人法第８条第２項の規定により議決を求めるもの。 
 

６８ 地方独立行政法人大阪

府立病院機構に係る第

５期中期計画について

認可する件 

 

 地方独立行政法人大阪府立病院機構が作成する第５期中期

計画について認可するため、地方独立行政法人法第８３条第

３項の規定により議決を求めるもの。 
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【条例案（４０件）･･･ 新規１件、一部改正３８件、廃止１件】 
 

番号 
 

件     名 概          要 

６９ 大阪府高等学校等教育

改革促進基金条例制定

の件 

 公立の高等学校等における教育改革の推進のための事業に

要する資金を積み立てるため、高等学校等教育改革促進基金

の設置、積立て、管理等について定める。 

    施行日：公布の日 

 

７０ 大阪府金融系外国企業

等の集積の促進及び国

際競争力の強化に係る

事業計画の認定並びに

法人の府民税及び事業

税の課税の特例に関す

る条例一部改正の件 

 

 法人の府民税及び事業税の特例に係る事業計画の提出期間

の終期を令和８年３月３１日から令和１３年３月３１日に延

長する等の改正を行う。 

    施行日：令和８年４月１日 

 

７１ 大阪府行政手続条例一

部改正の件 

 

 行政手続法等の改正により、名宛人の住所が判明しない場

合の聴聞の通知について、インターネット等を用いて行うこ

ととされたことを踏まえ、条例において同趣旨の改正を行う。 

    施行日：令和８年５月２１日 

     

７２ 大阪府公益認定等委員

会条例一部改正の件 

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 

５０条第１項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準

を定める政令の改正により、委員の要件が追加されたことに

伴い、条例において同趣旨の改正を行う。 

    施行日：令和８年４月１日 

 

７３ 大阪府附属機関条例等

一部改正の件 

 委員の本業及び主要都道府県等の報酬の水準等を踏まえ、

附属機関の委員の報酬の上限額を改定する。 

  〔改正前〕日額  ９，８００円 

  〔改正後〕日額 １８，０００円 等  

    施行日：令和８年４月１日 

 〔関係条例〕 

 ・大阪府附属機関条例ほか３８条例 
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番号 
 

件     名 概          要 

７４ 職員の給与に関する条

例及び技能労務職員の

給与の種類及び基準に

関する条例一部改正の

件 

 

１ 地方自治法の改正に伴い、給料等の額が、在勤する地域

における民間の賃金の最低基準を考慮して人事委員会で定

める額を下回る職員に対して、その差額を月額に換算した

額を支給するための第二種初任給調整手当を新設する。 

２ 令和７年１０月の人事委員会の勧告等を踏まえ、所要の

改正を行う。 

 〔主な改正内容〕 

 ・交通の用具を使用する職員についての通勤手当を、 

６６，４００円を超えない範囲内で使用距離の区分に 

応じて人事委員会規則で定める額とする。 

 ・駐車場等を利用する職員についての通勤手当を新設する。 

    施行日：令和８年４月１日 

 

７５ 職員の特殊勤務手当に

関する条例一部改正の

件 

 

１ 義務教育費国庫負担金の算定基準額の引上げが行われる

ことに伴い、週休日等に行う部活動等における指導に係る

教員特殊業務手当について、額の引上げ等を行う。 

  〔改正前〕４時間以上 ３，６００円 

  〔改正後〕３時間以上 ３，９００円 等 

２ 監察医事務所に兼務する医師に死体取扱手当等を支給す

るため、給料の調整額が支給されていない医師を死体取扱

手当等の支給対象に追加する等の改正を行う。 

    施行日：令和８年４月１日 

３ 気象業務法の改正により、新たな高潮警報の類型が追加

されたことに伴い、当該警報が発令されている状況下で漁

港施設等の巡回監視等の業務に従事した場合、災害応急作

業等手当を支給することができることとする。 

    施行日：規則で定める日 

 

７６ 知事等の給料及び期末

手当の特例に関する条

例一部改正の件 

 

 財政規律の確保のため、知事及び副知事の給料及び期末手

当の時限的減額を行う特例期間の終期を令和８年３月３１日

から令和９年３月３１日に延長する。 

    施行日：令和８年４月１日 

 

７７ 大阪府組織条例一部改

正の件 

 

 内部組織である万博推進局を廃止する。 

    施行日：令和８年４月１日 
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番号 
 

件     名 概          要 

７８ 大阪府住民基本台帳法

施行条例一部改正の件 

 

 住民基本台帳法等の改正により、本人確認情報を利用する

ことができる法定事務が追加されたこと等に伴い、条例に規

定していた事務を削除する。 

    施行日：公布の日 

 

７９ 大阪府税条例一部改正

の件 

 

１ マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴

い、法人府民税の減免の対象となる法人にマンション除却

組合を追加する等の改正を行う。 

    施行日：令和８年４月１日 

２ 地方税法の改正（令和８年３月末公布予定）に伴い、所

要の改正を行う。 

 〔主な改正内容〕 

 ・自動車税環境性能割を廃止する。 

 ・自動車税種別割を自動車税とし、グリーン化特例（軽課

及び重課）の適用期限を２年延長する。 

 ・軽油引取税について、当分の間税率を廃止する。 

 ・不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等

が取得したものとみなす日を住宅新築の日から１年を経

過した日に緩和する特例措置の適用期限を５年延長す

る。 

    施行日：令和８年４月１日ほか 

３ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等

の改正により、規定の整備（条項ずれ是正）等を行う。 

    施行日：公布の日ほか 

 

８０ 大阪府行政手続におけ

る特定の個人を識別す

るための番号の利用に

関する条例一部改正の

件 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法

定事務処理者を定める命令の制定により、個人番号を利用す

ることができる準法定事務が新たに規定されたことに伴い、

条例で規定していた事務を削除する等の改正を行う。 

    施行日：公布の日 
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番号 
 

件     名 概          要 

８１ 大阪府立男女共同参

画・青少年センター条

例一部改正の件 

 

 物価高騰や人件費の上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を

図るため、大阪府立男女共同参画・青少年センターの利用料

金の上限額を改正する。 

 〔主な改正内容〕 
 ・小会議室 

  〔改正前〕 ４，５００円  

  〔改正後〕 ６，２００円 等 

    施行日：令和８年４月１日 

 

８２ 大阪府障害者介護給付

費等不服審査会条例一

部改正の件 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律施行令の改正により、規定の整備（条項ずれ是正）を行

う。 

    施行日：公布の日 

 

８３ 大阪府指定障害児通所

支援事業者の指定並び

に指定通所支援の事業

等の人員、設備及び運

営に関する基準を定め

る条例等一部改正の件 

 

１ 地域限定保育士試験の実施について内閣総理大臣より認

定を受けたことに伴い、指定障害児通所支援事業所等に置

く保育士に地域限定保育士を含むこととする。 

２ 地域限定保育士試験等に係る手数料を新たに設定する。 

 ・地域限定保育士試験を受けようとする者 

   １２，７００円 等 

    施行日：公布の日 

 〔関係条例〕 

 ・大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所

支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例ほか５条例 

 

８４ 大阪府保健所条例一部

改正の件 

 水質基準に関する省令の改正により、水道により供給され

る水の基準に、新たにＰＦＯＳ及びＰＦＯＡについての基準

が追加されたことに伴い、水質検査に係る手数料の額の改正

等を行う。 

 ・飲用水の水質検査に係る手数料 

  〔改正前〕 １９８，７００円  

  〔改正後〕 ２３１，２００円 等 

    施行日：令和８年４月１日 
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番号 

 
件     名 概          要 

８５ 精神保健指定医の報

酬及び費用弁償に関

する条例一部改正の

件 

 

 職員の給与に関する条例の改正により職員の給料月額が改

められたこと等を踏まえ、精神保健指定医が精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者が入院を必要

とするかどうかの判定等の職務を行う場合の報酬の額を改正

する。 

  〔改正前〕１件 １０，５８０円 

  〔改正後〕１件 １０，９３０円 

    施行日：公布の日 

 

 
８６ 大阪府後期高齢者医

療財政安定化基金条

例一部改正の件 

 

１ 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算

定等に関する政令により厚生労働大臣が定める基礎財政安

定化基金拠出率が見直されることに伴い、大阪府後期高齢

者医療広域連合の基礎拠出額に係る割合を１０万分の３６

から１０万分の２９に改正する。 

２ 子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率につい

ての規定が追加されたことに伴い、大阪府後期高齢者医療

広域連合の子ども・子育て支援納付金拠出額に係る割合を

１０万分の４とする。 

３ 大阪府後期高齢者医療広域連合の拠出率を、令和８年度

に限り、零とする。 

    施行日：令和８年４月１日 

 

８７ 大阪府国民健康保険

事業費納付金条例一

部改正の件 

 

 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の改正に

より、子ども・子育て支援納付金納付金基礎額についての規

定が追加されたことに伴い、条例において当該額の算定の方

法を定める。 

    施行日：令和８年４月１日 

 

８８ 大阪府衛生行政事務

手数料条例一部改正

の件 

 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律の改正により、規定の整備（条項ずれ是正）を行

う。 

    施行日：令和８年５月１日 
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番号 

 
件     名 概          要 

８９ 大阪府衛生行政事務

に係る事務処理の特

例に関する条例一部

改正の件 

 

１ 大阪市内の旧薬種商販売業の施設が廃止されたことか

ら、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律等に基づく事務の一部を同市が処理するこ

ととしている規定を削除する。 

    施行日：公布の日 

２ 医療法の改正により、規定の整備（条項ずれ是正）を行

う。 

    施行日：令和８年４月１日 

 

９０ 大阪府食品衛生法施

行条例一部改正の件 

 

 食品衛生法施行規則の改正により、従業者が常駐せず、全

自動調理機により調理された食品を販売する飲食店営業につ

いての施設の基準が新設されたことに伴い、条例において同

趣旨の改正を行う。 

    施行日：令和８年４月１日 

 

９１ 大阪府成長産業特別

集積区域における成

長産業の集積の促進

及び国際競争力の強

化に係る成長産業事

業計画の認定並びに

法人の府民税及び事

業税並びに不動産取

得税の課税の特例に

関する条例一部改正

の件 

 

１ 課税の特例の対象となる成長産業にイノベーションの創

出に資する先端的な基盤技術に関する産業を追加する等の

改正を行う。 

２ 成長産業特別集積区域に該当しない区域において実施さ

れる成長産業事業が、成長産業特別集積区域内において実

施されている成長産業事業と密接な関連を有するものであ

る場合に、当該区域を成長産業特別集積区域として指定す

ることができることとする。 

３ 法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の特例に係

る事業計画の提出期間の終期を令和８年３月３１日から令

和１１年３月３１日に延長する。 

    施行日：令和８年４月１日 

 

９２ 大阪府産業集積の促

進に係る不動産取得

税の税率等の特例に

関する条例一部改正

の件 

 

 不動産取得税の減額の特例の適用対象に中堅企業者を追加

する。 

    施行日：令和８年４月１日 
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番号 

 
件     名 概          要 

９３ 大阪府障害者の雇用

の促進及び職業の安

定に係る法人の事業

税の税率等の特例に

関する条例一部改正

の件 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の経過措置期間

が終了することにより、障害者雇用率が２．５％から２．７％

に引き上げられることに伴い、障害者多数雇用中小法人が事

業税の額の控除を受けようとする場合に満たすべき要件を変

更する。 

  〔改正前〕平均雇用労働者数が４０人未満のもの 

       平均雇用障害者数 ２人を超えるもの 

  〔改正後〕平均雇用労働者数が３７．５人未満のもの 

       平均雇用障害者数 ２人を超えるもの 等 

    施行日：令和８年７月１日 

 
９４ 大阪府特別会計条例

一部改正の件 

 

 農業改良資金の貸付事業が終了するため、農業改良資金に

関する規定を削除する。 

    施行日：令和８年４月１日 

 

９５ 大阪府民の森条例一

部改正の件 

 

 大阪府民の森ちはや園地のシャワー棟の新設に伴い、シャ

ワーの利用料金の上限額を新たに設定する。 

 ・シャワー 一人一回  

４３０円 

    施行日：令和８年７月１日 

 
９６ 水質汚濁防止法第三

条第三項の規定によ

る排水基準を定める

条例の一部を改正す

る条例等一部改正の

件 

 

排水基準を定める省令の改正及び府域の特定事業場の排水

実態等を踏まえ、適用期間等の改正を行う。 

１ 水質汚濁防止法の上乗せ基準の暫定排水基準について、

亜鉛については５年間、ほう素等については３年間適用期

間を延長する。 

２ 畜産農業に属する工場又は事業場に係る排出水のアンモ

ニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

等の許容限度を引き下げる。 

    施行日：令和８年４月１日 

 〔関係条例〕 

 ・水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 ・水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定

める条例等の一部を改正する条例 
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番号 

 
件     名 概          要 

９７ 大阪府営土地改良事

業分担金等条例一部

改正の件 

 

土地改良法の改正により、農地中間管理機構から所有権の

移転を受けた者又はその承継人が土地改良事業の計画におい

て予定する用途以外の用途に供するため所有権の移転等をし

た場合に特別徴収金を徴収できることになったことに伴い、

条例において同趣旨の改正を行う。 

    施行日：公布の日 

 

９８ 大阪府中央卸売市場

業務規程一部改正の

件 

 

 卸売市場法の改正により、業務規程に定めるべき事項が追

加されたことに伴い、これらの事項を定める。 

〔主な事項〕 
 ・指定飲食料品等を公表すること 

 ・持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標を公

表すること 等 

    施行日：令和８年４月１日 

 

９９ 大阪府都市公園条例

及び大阪府附属機関

条例一部改正の件 

 

１ 泉佐野丘陵緑地を泉佐野市へ移管することに伴い、公園

施設を設ける場合の使用料の規定から、泉佐野丘陵緑地を

削除する。 

２ 大阪府泉佐野丘陵緑地運営審議会を廃止する。 

    施行日：令和８年４月１日 

 

１００ 大阪府建築都市行政
事務手数料条例及び

大阪府建築都市行政

事務に係る事務処理

の特例に関する条例

一部改正の件 

 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正によ

り、マンション再生組合の設立についての認可の申請があっ

た場合に特定行政庁に協議を行う事務等が追加されたことに

伴い、地方自治法第２５２条の１７の２の条例による事務処

理の特例制度に基づき、当該事務を豊能町ほか８町村が処理

することとする等の改正を行う。 

    施行日：令和８年４月１日 
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番号 

 
件     名 概          要 

１０１ 大阪府建築基準法施
行条例一部改正の件 

 

１ 建築物の確認申請に係る手続を電子情報処理組織を使用

する方法により行うことができることとすることに伴い、

当該方法により行う場合における消防長等の同意の取得に

関する事務を泉大津市ほか２５市町村が処理することとし

ている事務から除く。 

２ 地方自治法第２５２条の１７の２の条例による事務処理

の特例制度に基づき、建築物の接道義務の適用除外に係る

認定のために必要な現地の状況等の調査に関する事務を泉

大津市ほか２５市町村が処理することとする。 

    施行日：令和８年４月１日 

 

１０２ 大阪府営住宅条例一
部改正の件 

 

子育て世帯に対する住宅支援として、子育て世帯の公営住

宅の入居資格の緩和を行う等の改正を行う。 

 〔主な改正内容〕 

 (1) 公営住宅について、子育て世帯の入居の際の収入の上

限として定めている金額及び当該上限が適用される場合

の要件を改める。 

  ・収入の上限として定めている金額 

  〔改正前〕２１万４千円 

  〔改正後〕２５万９千円 

  ・当該上限が適用される場合 

  〔改正前〕同居者に小学校就学の始期に達するまでの者

がある場合 

  〔改正後〕同居者に１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者がある場合 

 (2) 特定公共賃貸住宅等の空き住戸を公営住宅と同等の入

居資格の住宅として供給するため、新たな類型の住宅で

ある公営型地域優良賃貸住宅を追加するとともに、その

入居資格等を定める。 

    施行日：令和８年４月１日 

（(2)は令和８年１０月１日） 
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番号 

 
件     名 概          要 

１０３ 大阪府立学校条例及
び大阪府教育センタ

ー条例一部改正の件 

 

１ 府立学校の児童及び生徒の数の変動に伴う学級数の増減

に伴い、府立学校の職員の定数を改定する。 

・高 等 学 校 〔改正前〕  ９，２５１人 

         〔改正後〕  ９，０７１人 

・特別支援学校 〔改正前〕  ５，５３０人 

         〔改正後〕  ５，６９７人 

    施行日：令和８年４月１日 

２ 府立高等学校再編整備計画に基づき、学びの多様化学校

として大阪府教育センター附属高等学校窓明分校を設置す

る。 

３ 大阪府立門真西高等学校及び大阪府立懐風館高等学校を

廃止する。 

４ 大阪府教育センターの事業として、大阪府教育センター

附属高等学校窓明分校との連係及び協力に関することを追

加する。 

    施行日：規則で定める日 

 
１０４ 府費負担教職員定数

条例一部改正の件 

 

 市町村立学校の児童及び生徒の数の変動に伴う学級数の増

減並びに国の定数改善等に伴い、府費負担教職員の定数を改

定する。 

 ・小 学 校 〔改正前〕 １８，３６８人 

         〔改正後〕 １８，７０７人 

 ・中 学 校 〔改正前〕 １０，１８５人 

         〔改正後〕 １０，４６７人 

    施行日：令和８年４月１日 

 

１０５ 大阪府警察官に対す
る被服の支給等に関

する条例一部改正の

件 

 

 警察法施行令の改正により、警察庁の警察官等に対して支

給される被服の品目から夏服スカートが削除されたことに伴

い、条例において同趣旨の改正等を行う。 

    施行日：令和８年４月１日 
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番号 

 
件     名 概          要 

１０６ 大阪府警察職員定員
条例一部改正の件 

 

令和１２年度に予定されているＩＲの開業に向けて、警察

職員の定員を改定する。 

・警 視       〔改正前〕    ５６６人 

            〔改正後〕    ５６９人 

・警 部       〔改正前〕  １，２３７人 

            〔改正後〕  １，２４４人 

・警部補及び巡査部長 〔改正前〕 １２，５３７人 

            〔改正後〕 １２，６０８人 

・巡 査       〔改正前〕  ７，１４５人 

            〔改正後〕  ７，１８３人 

 ・警察官を除く警察職員〔改正前〕  １，７６８人 

〔改正後〕  １，７７０人 

    施行日：令和８年４月１日 

 
１０７ 大阪府附属機関条例

一部改正の件 

 

 附属機関の名称を大阪府特殊詐欺対策審議会から大阪府特

殊詐欺等対策審議会に改正するとともに、担任する事務につ

いて規定の整備を行う。 

    施行日：公布の日 

 

１０８ 大阪府スマートシニ
アライフ基金条例廃

止の件 

 

 スマートシニアライフ基金を廃止するため、本条例を廃止

する。 

    施行日：令和８年４月１日 
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【人事案件（２件）】 

番号 件     名  
概          要 

１０９ 大阪府監査委員
の選任について

同意を求める件 

 

 監査委員高橋明男氏の任期が令和８年５月２９日に満了となる

ので、同氏を再任することについて、地方自治法第１９６条第１

項の規定により同意を求めるもの。 

 

１１０ 大阪府収用委員
会委員の任命に

ついて同意を求

める件 

 

 収用委員会委員針原祥次氏の任期が令和８年３月２５日に満了

となるので、同氏を再任することについて、土地収用法第５２条

第３項の規定により同意を求めるもの。 
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【報 告（１５件）】 
 

番号 
 

件     名 概          要 

(報告) 
１ 

令和７年度大阪府一般

会計補正予算（第６号）

の専決処分の件 
 

 令和８年１月２３日の衆議院解散に伴い、衆議院議員総選

挙及び最高裁判所裁判官国民審査を執行するために必要な経

費等について、地方自治法第１７９条第１項の規定により専

決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求

めるもの。 
   予 算 額  ６５億４，７２７万７千円 
   専 決 日  令和８年１月２１日 
 

２ 府警察職員の職務執行

に係る損害賠償請求事

件の控訴の専決処分の

件 
 
 

府警察職員の職務執行に係る損害賠償請求事件の控訴につ

いて、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分し

たので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるもの。 
   件  数  １件 
   専 決 日  令和８年１月３０日 
 

３ 母子父子寡婦福祉資金

貸付金返還請求に関す

る訴えの提起の専決処

分の件 
 

 母子父子寡婦福祉資金貸付金返還請求に関する訴えの提起

について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処

分にしたので、同条第２項の規定により報告するもの。 
   件  数  １件 
   専 決 日  令和７年１２月２２日 
 

４ 大阪府営業時間短縮協

力金に係る不当利得返

還請求に関する訴えの

提起の専決処分の件 
 

 大阪府営業時間短縮協力金に係る不当利得返還請求に関す

る訴えの提起について、地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分にしたので、同条第２項の規定により報告す

るもの。 

   件  数  １件 

   専 決 日  令和７年１２月２５日 

 

５ 府営住宅明渡請求に関

する訴えの提起及び和

解の専決処分の件 
 

 家賃滞納者等に対する府営住宅明渡請求に関する訴えの提

起及び和解について、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より専決処分にしたので、同条第２項の規定により報告する

もの。 
 (1) 訴えの提起  ７０件 

   専 決 日  令和７年１２月１８日 

 (2) 和   解  ３３件 

   専 決 日  令和７年１２月１８日 
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番号 件     名 
 

概          要 
 

６ 交通事故に係る損害賠

償請求に関する損害賠

償の額の決定及び和解

の専決処分の件 
 

 公務のため公用車を運転していた府警察職員が発生させた

交通事故に係る損害賠償請求に関する損害賠償の額の決定及

び和解について、地方自治法第１８０条第１項の規定により

専決処分にしたので、同条第２項の規定により報告するもの。 

   件  数  ２件 

   専 決 日  令和８年 1月１５日 

 

７ 工事請負契約変更の専

決処分の件（道路改良

事業） 
 

(1) 主要地方道茨木摂津線（茨木箕面丘陵線）橋梁下部工事

（その２）（仮称佐保橋梁）請負契約 

              （令和６年１２月１６日議決） 

   専 決 日 令和７年１２月１９日 

 

(2) 主要地方道八尾茨木線仁和寺高架橋（ＯＮランプ部） 

耐震補強工事請負契約   （令和７年３月２４日議決） 

   専 決 日 令和７年１２月１９日 

 

(3) 主要地方道枚方富田林泉佐野線（都市計画道路梅が丘高

柳線）橋梁上部工事（Ｒ７－Ｒ９）請負契約 

              （令和７年１０月２０日議決） 

   専 決 日 令和７年１２月１９日 

 

８ 工事請負契約変更の専

決処分の件（モノレー

ル道整備事業） 
 

(1) 大阪モノレール支柱建設工事（松生町工区）請負契約 

              （令和３年１０月１１日議決） 

   専 決 日 令和７年１２月１９日 

 

(2) 大阪モノレール支柱建設工事（三島工区その１）請負契約 

              （令和４年１２月２０日議決） 

   専 決 日 令和７年１２月１９日 

 

(3) 大阪モノレール支柱建設工事（中鴻池町工区）請負契約 

               （令和５年３月１７日議決） 

   専 決 日 令和７年１２月１９日 

 

(4) 大阪モノレール水路復旧工事請負契約 

              （令和６年１２月１６日議決） 

   専 決 日 令和７年１２月１９日 
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番号 件     名 概 要 

９ 工事請負契約変更の専

決処分の件（都市河川

改良事業） 
 

(1) 寝屋川北部地下河川城北立坑築造工事請負契約 

              （令和元年１０月２５日議決） 

   専 決 日 令和７年１２月１９日 

 

(2) 一級河川寝屋川加納元町調節池築造工事（Ｒ４本体工）請

負契約        （令和４年１２月２０日議決） 

   専 決 日 令和７年１２月１９日 

 

１０ 債権放棄報告の件（福

祉部所管債権） 

 

 福祉部が所管する債権について、大阪府債権の回収及び整理

に関する条例第６条第３項の規定により放棄したので、同条第

４項の規定により報告するもの。 

 (1) 高齢者住宅整備資金貸付金返還に係る遅延損害金に関 
する債権 

   件  数  ３件 

   金  額  貸付金に係る遅延損害金１万１，９４３円 

   専 決 日  令和８年１月７日 

 (2) 大阪府母子父子寡婦福祉資金貸付金返還に係る遅延損

害金に関する債権 
   件  数  １件 

   金  額  貸付金に係る遅延損害金２，８００円 

   専 決 日  令和８年１月７日 
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番号 件     名 概          要 

１１ 債権放棄報告の件
（都市整備部所管

債権） 

 

 都市整備部が所管する債権について、大阪府債権の回収及び整

理に関する条例第６条第３項の規定により放棄したので、同条第

４項の規定により報告するもの。 

 (1) 大阪府オーパス・スポーツ施設情報システムの登録料 

及び登録更新料 

   件  数  １０件 

   金  額  ４，２００円並びに当該登録料及び登録更 

新料に係る遅延損害金 

   専 決 日  令和８年１月２０日 

 (2) 大阪府営住宅の家賃及び共益費 

   件  数  ９件 

   金  額  ５万４４円並びに当該家賃及び 

共益費に係る遅延損害金 

   専 決 日  令和８年１月２０日 

 (3) 大阪府営住宅の家賃及び共益費に相当する損害金 

   件  数  １件 

   金  額  ５，７００円及び当該損害金に係る 

遅延損害金 

   専 決 日  令和８年１月２０日 

 (4) 大阪府営住宅の駐車場使用料 

   件  数  ３３件 

   金  額  １８万１，７６０円及び当該使用料に係 

る遅延損害金 

   専 決 日  令和８年１月２０日 

 
１２ 債権放棄報告の件

（独立行政法人日

本スポーツ振興セ

ンター法に基づく

災害共済給付に係

る共済掛金に関す

る債権） 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給

付に係る共済掛金に関する債権について、大阪府債権の回収及び

整理に関する条例第６条第３項の規定により放棄したので、同条

第４項の規定により報告するもの。 
   件  数  １５８件 

   金  額  １９万６，９０２円及び当該共済掛金に係る 

遅延損害金 

   専 決 日  令和８年１月２１日 
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番号 件 名 概 要 

１３ 副首都推進本部
（大阪府市）会議

の合意事項及び合

意事項についての

進捗状況に関する

報告の件 

 

 副首都推進本部（大阪府市）会議の合意事項及び合意事項につ

いての進捗状況について、大阪府及び大阪市における一体的な行

政運営の推進に関する条例第７条第２項の規定により報告するも

の。 

１４ 令和８年度におい
て豊かな環境の保

全及び創造に関し

て講じようとする

施策に関する報告

の件 

 

 令和８年度において豊かな環境の保全及び創造に関して講じよ

うとする施策について、大阪府環境基本条例第９条第２項の規定

により報告するもの。 

１５ 令和６年度内部統
制に関する評価結

果報告の件 

 

 地方自治法の規定に基づき、令和６年度における内部統制に関

する評価の結果について、監査委員の意見を付けて報告するもの。 
 

 


